
和気町開発許可までの流れ



1． 計画概要書の作成　（別添様式）
↓
2． 計画概要書の提出　（都市建設課へ）
↓
3． 事前協議　（各公共施設管理担当課への協議）
↓　　　　（東備消防組合との協議）
↓　　　　（隣地利害関係者等への説明及び同意書又は意見書の徴収）
↓　　　　（都市建設課との協議調整）
↓
4． 計画案修正
↓
5． 開発申請書の作成
↓
6． 開発申請書の提出
↓
7． 土地利用調整会議への出席
↓　　　　（開発許可・不許可の裁定）
↓
8． 開発許可書（不許可）の交付
↓　　　　　　　　　（　開　発　許　可　）
↓都市計画法（県許可）による開発行為の場合は、町の許可後に開発申請を行うことになります。

↓
↓
↓
9． 着手届出書の提出
↓
10． 工事の着工
↓
11． 工事の完了
↓
12． 完了届出書の提出

（　開　発　完　了　）


令和　　年　　月　　日

開発行為計画概要書

和気町長　　　　　　　　　殿


和気町開発事業の調整に関する条例第２条第２項に基づき、開発行為の準備として事前協議をしたく、下記の内容で計画概要書を提出いたします。

記
	住　　所
開発行為者の
氏　　名
	
㊞　　　　
電話番号（　　　　）　　－　　　　

	計画立案者又は
設計者住所・氏名
	
㊞　　　　
電話番号（　　　　）　　－　　　　

	住　　所
申請者代理人
氏　　名
	
㊞　　　　
電話番号（　　　　）　　－　　　　

	開発行為の目的
	

	開発予定地
	

	用途の指定・無指定の別
	指定 ・ 無指定
	用　途
	

	開発区域の面積
	宅　地　　　　．　㎡　　その他　　　　．　㎡
農　地　　　　．　㎡
山　林　　　　．　㎡　　　合　計　　　　．　㎡

	計画の概要
	




	開発行為に伴う隣接者及び利害関係人
	




	参考事項
	



＜添付書類＞
位置図・現況写真・計画図　など
